
上越市告示第 71号 

 

 上越市下水道排水設備指定工事店規則（昭和 63年上越市規則第 33号）第 10条第 2項に

よる異動の届出があったので、同規則第 14条第 1項の規定に基づき次のとおり公示する。 

 

 令和 6年 3月 5日 

 

上越市長 中 川 幹 太    

 

記 

 

１ 指定（登録）番号    第 211号 

 

２ 指定工事店名      合同会社シノハラ設備工業 

 

３ 異動の種別及び内容   商号の変更 

              （変更前）篠原設備工業 

              （変更後）合同会社シノハラ設備工業 

 


